
吸収合併に係る会社法第８０１条第１項に規定する書面 

 

２０２３年６月３０日 

 

 

                          名古屋市中区東桜二丁目１８番３１号 

                          リゾートトラスト株式会社 

                          代表取締役 伏 見 有 貴 

 

 

 当社は、２０２３年５月１５日付で、ＲＴＣＣ株式会社（本店：名古屋市中区栄二丁目６番１

号）との間で締結した合併契約書に基づき、２０２３年６月３０日を効力発生日として、当社を

吸収合併存続会社、ＲＴＣＣ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」とい

う。）を行いました。 

 本合併に関する、会社法第８０１条第１項および会社法施行規則第２００条に定める事項は下

記のとおりです。 

記 

 １．吸収合併が効力を生じた日 

    ２０２３年６月３０日 

 

 ２．吸収合併消滅会社における吸収合併の差止請求、反対株主の買取請求おおび新株予約権の買取請

求ならびに債権者の異議に関する手続きの経過 

  （１）吸収合併の差止請求 

     消滅会社であるＲＴＣＣ株式会社は、当社の完全子会社であったため、会社法第７８４条の

２に基づく吸収合併をやめることの請求について該当事項はありません。 

  （２）反対株主の買取請求 

     消滅会社であるＲＴＣＣ株式会社は、当社の完全子会社であったため、会社法第７８５条に

基づく反対株主の買取請求について該当事項はありません。 

  （３）新株予約権買取請求 

     消滅会社であるＲＴＣＣ株式会社は、新株予約権を発行しておりませんので、会社法第７８

７条に基づく新株予約権買取請求について該当事項はありません。 

  （４）債権者の異議 

     消滅会社であるＲＴＣＣ株式会社は、会社法第７８９条第２項および第３項の規定に基づき、

２０２３年５月１６日付の官報で公告を行うとともに、同日付で個別債権者に対し催告を行い

ましたが、異議申述期限までに異議を述べた債権者はありませんでした。 



 ３．吸収合併存続会社における吸収合併の差止請求、反対株主の買取請求および債権者の異議に関す

る手続きの経過 

（１）吸収合併の差止請求 

     本合併は、会社法第７９６条第２項の簡易合併に該当するため、会社法第７９６条の２に基

づく吸収合併をやめることの請求について該当事項はありません。 

  （２）反対株主の買取請求 

     本合併は、会社法第７９６条第２項の簡易合併に該当するため、会社法第７９７条に基づく

反対株主の買取請求について該当事項はありません。 

  （３）債権者の異議 

     存続会社である当社は、会社法第７９９条第２項および第３項の規定に基づき、２０２３年

５月１６日付の官報で公告を行うとともに、同日付で電子公告を行いましたが、異議申述期限

までに異議を述べた債権者はありませんでした。 

 

 ４．吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 

    当社は、吸収合併の効力発生日である２０２３年６月３０日をもって、吸収合併消滅会社であ  

るＲＴＣＣ株式会社からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。 

 

 ５．会社法第７８２条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された事項 

    別紙のとおりです。 

 

 ６．吸収合併による変更登記をした日 

    ２０２３年６月３０日 

 

 ７．前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項 

    該当事項はありません。 

 

以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































